










他士業における行政不服申立代理に係る根拠条文 

 

＜弁理士法＞ 

第 4 条第 1 項 

弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出

願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関

する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の

事務を行うことを業とする。 

第 4 条第 2 項第一号 

関税法 （昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定

する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三

第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入

しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理 

 

＜司法書士法＞ 

第 3 条第１項第三号 

法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 

 

＜税理士法＞ 

第 2 条第 1 項第一号 

税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に

対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十号）の規定に基づく申

告、申請、請求若しくは不服申立て（これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、

酒税法 （昭和二十八年法律第六号）第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとす

る。以下「申告等」という。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し

税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務書類の作

成にとどまるものを除く。）をいう。） 

 

＜社会保険労務士法＞ 

第 2 条第 1 項第一の三号 

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項（厚

生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。）について、又は当該申請等

に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述（厚生労

働省令で定めるものを除く。）について、代理すること（第二十五条の二第一項において「事務代理」

という。）。 

 

＜土地家屋調査士法＞ 

第 3 条第 1 項第二号 

不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 




